
        

平成 20 年 4 月 21 日 

 

各  位 

会社名 株式会社レイ 

代表者名 代表取締役社長 分部 日出男

（ＪＡＳＤＡＱ・コード４３１７） 

問合せ先 管理部長 渡辺 高光 

電話 ０３－５７９２－７４２８ 

 

ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ 

 

当社は、平成20年４月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に

基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプショ

ンとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することにつき、承認を求める議案を平

成20年５月27日開催予定の当社第27回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとお

りお知らせいたします。 

なお、当社取締役及び監査役に対する新株予約権付与は、会社法第361条第１項第３号及び第387条第１

項の報酬等に該当します。当社は、平成７年５月26日開催の当社第７回定時株主総会において取締役の報

酬額を年額150百万円以内と承認されており、監査役の報酬については、当社第27回定時株主総会に付議

する「監査役の報酬額改定の件」が原案どおり可決されますと年額40百万円以内となりますが、この範囲

内において取締役及び監査役に対し報酬等として新株予約権を付与することについても、併せてご承認を

お願いするものであります。 

 

記 

１．特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

当社グループに対する経営参画意識を高め、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高める

ことならびに今後の新たな人材確保のために使用することを目的とし、当社及び子会社の取締役、監

査役、従業員に対し新株予約権を無償で発行するものであります。 



２．新株予約権発行の要領 

(1）新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 400,000 株を上限とする。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、こ

れを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う

場合、必要と認める調整を行う。 

(2）新株予約権の数 

4,000 個を上限とする。（新株予約権１個につき普通株式 100 株。ただし、前項(1)に定める株

式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。） 

(3）新株予約権の発行価額 

無償とする。 

(4）新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 

新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成立していない日を除く。）における株式会

社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格（以下「最終価格」という。）の平

均値に 1.05 を乗じた金額（１円未満の端数は切上げる。）とする。ただし、その金額が新株予約

権発行の日の最終価格（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合

は、新株予約権発行の日の最終価格とする。 

なお、新株予約権発行以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込

金額を調整し、調整により生ずる 1円未満の端数は切り上げる。 

調整後払込金額＝調整前払込金額×    １     

                 分割・併合の比率 

また、新株予約権発行以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上げる。 

                     新規発行  ×１株当たり 

                 既発行＋(処分)株式数   払込金額   

調整後払込金額＝調整前払込金額× 株式数    １株当たりの時価      

                 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

平成 23 年６月１日から平成 27 年５月 31 日まで。 

 

 



(6）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監

査役又は従業員の地位を保有していることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでは

ない。 

② その他の条件については、本株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 

(7）新株予約権の取得の条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書

承認の議案または株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社では新株予約権の全

部を無償で取得することができる。 

② 新株予約権の割当を受けた者が(6)①に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくな

った場合には無償でその新株予約権を取得することができる。 

(8）譲渡による新株予約権の取得制限 

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 

(9）株式交換及び株式移転による新株予約権の完全親会社への承継及び承継後の新株予約権の内容に

かかる決定の方針 

当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合には、以下の方針により、未行使

の新株予約権を当該株式交換または株式移転後の当社の完全親会社（以下「完全親会社」という。）

に承継させることができる。 

① 新株予約権の目的となる株式の種類 

完全親会社の普通株式 

② 新株予約権の数 

上記(1)に記載の株式数（調整がなされた場合には調整後の株式数）に、株式交換または株式移

転の際に当社株式１株に対して割り当てられる完全親会社株式の数（以下「割当比率」という。）

を乗じて計算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。 

③ 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額（承継後払込価額） 

承継後払込価額＝承継前払込価額×  １   

                 割当比率 

④ 新株予約権を行使することができる期間 

上記(5)に定める期間とし、承継時に権利行使期間がすでに開始している場合には、株式交換ま

たは株式移転の効力発生日より上記(5)に定める期間の満了日までとする。 

⑤ 権利行使及び取得の条件 

上記(6)及び(7)に準じて決定する。 



⑥ 承継後の新株予約権の譲渡による取得の制限 

承継後の新株予約権の譲渡による取得については、完全親会社の取締役会の承認を要するもの

とする。 

(10)細目事項 

新株予約権に関する細目事項については、本株主総会以後に開催される取締役会決議により定

める。 

 

３．取締役及び監査役の報酬等の具体的な算定方法 

当社取締役及び監査役の報酬等として発行する新株予約権の額は、割当日における新株予約権１個

当たりの公正価格に、割当日において在任する取締役に割り当てる新株予約権の総数（320 個以内）、

監査役に割り当てる新株予約権の総数（160 個以内）を乗じた額といたします。 

新株予約権の公正価格は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデル

を用いて算定いたします。 

 

（注）上記の内容については、平成 20 年５月 27 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会において「ストッ

クオプションとして新株予約権を無償発行する件」が承認可決されることを条件とします。 

 

以 上 


